
 

 

北崎地区立ち寄りスポット整備事業 優先交渉権者の決定について 

 

 

令和４年 11 月７日より事業者公募を実施していた「北崎地区立ち寄りスポット整備事業」に

ついて、事業者提案評価委員会の評価を踏まえ，福岡市において優先交渉権者及び次順位交渉

権者を決定したため、ここに公表する。 

 

 

１．優先交渉権者の決定 

この度、「北崎地区立ち寄りスポット整備事業」における事業者公募において３グループから

応募があり、本市は、事業者提案評価委員会の評価を踏まえ、株式会社デジサーフを優先交渉

権者として決定した。 

また、次順位交渉権者として、株式会社ブルースカイを決定した。 

 

提案者の構成 

応募者番号 

Ｆ１７ 

代表企業 株式会社デジサーフ 

構成員 （なし） 

応募者番号 

Ｎ２５ 

代表企業 株式会社ブルースカイ 

構成員 （なし） 

 

 

２．今後の進め方 

優先交渉権者と基本協定締結に向けて協議を開始するもの。 

 

《スケジュール（予定）》 

令和５年４月頃    事業契約締結 

令和５年９月頃   工事着手 

令和６年度中    立ち寄りスポット供用開始（予定） 

 

※なお、事業概要については、優先交渉権者と協議後に公表いたします。 

 

 


